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第５回 中野市立保育所民間移管に係る三者協議会 顛末 

日 時 令和６年７月 13 日（土）午前 10 時 00 分～午前 10 時 40 分 

会 場 平野保育園遊戯室 

出席者 

【保護者】 

各園３名 （６名） 

【法人（社会福祉法人寿翔永会）】 

３名 

【事務局（中野市子ども部）】 

子ども部長、保育課長、 

平野保育園長、高丘保育園長、 

課長補佐兼施設係長、保育係長、 

施設係 担当 （７名） 

配布資料 別添のとおり 

 

【協議会内容】                                  

１ 開  会 

（保育課長補佐） 
（略） 

  

２ あいさつ 

（子ども部長） 
（略） 

  

３ 会議事項 

（保育課長補佐） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 保育園送迎バス利用保護者意向調査の結果について 

資料１に基づき説明 

保育園の送迎バスについて、現在は平野・高丘ともに運行して

いる状況ですが、新園では運行しないことを第４回三者協議会

において決定したところ。本決定に対し、現在平野・高丘におい

て送迎バスを利用されている保護者の皆様に意向調査を実施し

たもの。 

意向調査の結果については、全利用者４名について、いずれも

両親等の送迎により対応する旨回答があったところ。また、意向

調査内の自由記載欄に「高丘について、朝のみでも構わないの

で、小学校の通学バスに同乗させてもらうことは可能か」という

ご意見がありましたが、市の考えとしては、「園児を送迎する場

合は、保育士等の添乗員が必要となるため、そのための経費等も

かかってしまうことから、現時点では同乗については考えてい

ない」ということでご理解をお願いしたい。 

 

（質問なし） 
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４ 会議事項 

（保育課長補佐） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（寿翔永会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 協議事項について 

資料２に基づき説明 

資料２の背景色が黄緑色の部分が今回の協議となる。また、文

字の色が赤色となっている部分については、前回までの決定事

項となる。 

なお、協議事項 No.1 の「園名」については、次回（９月）の

三者協議会において決定をしたいと考えていますので、よろし

くお願いします。 

以下、概要のみ記載。現在の園との比較等詳細は資料２を確

認。 

・協議事項 No.15「ネームバッジ」 

商品を検討中 

・協議事項 No.29「主食費」 

月額 1,000 円とする 

・協議事項 No.51「図書館司書読み聞かせ（年４回）」 

 外部の方の読み聞かせ継続予定 

・協議事項 No.54「園内菜園」 

 敷地内に準備をする予定 

・協議事項 No.55～56「一時保育」 

 開園後に保護者からの要望等を確認し、相談しながら検討 

・協議事項 No.61「子育て支援センター」 

 市保育課とも相談し、当面の間、平野のみに設置する 

・協議事項 No.79「病児保育」 

 開園後に保護者からの要望等を確認し、相談しながら検討 

・協議事項 No.80「竹馬」 

 新園では実施しない予定 

 

その他、前回までの決定事項のうち、協議事項 No.25 について、

変更をお願いしたい。 

・協議事項 No.25「標準保育時間」 

 ７時～18 時として提案したが、この場合、今まで 18 時 30 分

までの利用であった保護者について、18 時～18 時 30 分の間

の 30 分間が延長保育の利用となってしまうため、現況（公立

保育園）と合わせることとし、７時 30 分～18 時 30 分へと変

更することとします。 

  

Ｑ１（保護者） 

 

お昼寝用コット（協議事項 No.11）について、全クラスで導入

するという認識でよかったか。 

Ａ１（寿翔永会） ご認識のとおり、全クラスで導入を予定しています。 

Ｑ２（保護者） 

 

竹馬（協議事項 No.80）について、実施しないとのことだが、

何か理由はあるのか。 
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Ａ２（寿翔永会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長年、中野市で継承されてきた竹馬について、竹馬の良さは十

分承知していますが、新園では今までのように、年長になったか

らと言うだけでの竹馬を継承していくということは、今の段階

では考えていません。 

公立園での園長の経験から、竹馬を頑張っている子ども達の

姿を沢山目にしてきた中で、そこで成長する子供たちの姿も目

に焼き付いていますが、ここ数年その環境が変わりつつあるの

を目にしているのも現実です。 

ここ数年の夏の暑さは異常であり、運動会の練習も満足にで

きず、ましてや竹馬の練習をするのも朝早くから始めても 15 分

程度が限界です。竹馬はそんなに簡単に乗れるものでもなく、何

度も失敗等を繰り返してやっと乗れるようになるものです。 

そのために、子ども達を猛暑や怪我、熱中症等の様々なリスク

にさらしてしまうというのも事実です。 

竹馬でなくても他の活動で力を発揮することができるという

こともあるかと思いますし、竹馬と決めてしまえばほかの活動

に目が向けられず、選択肢が狭まってしまいます。 

そこで新園になるのを機に竹馬に限定するのをやめたいと考

えています。 

まだ、職員体制も確定していないため、来年度の活動計画を話

し合うことはできませんが、全職員が顔を合わせたところで、教

育と保育の目標を立て、子どもたちにどんな力を育てていきた

いか、しっかりと話し合ったところで竹馬に代わる活動をきち

んと計画していきたいと考えます。 

要望（保護者） 

 

 

 

 

竹馬に限った話ではないが、年々夏の暑さが厳しくなってき

ているというのはその通りだと感じる中で、秋に実施していた

ような室内で実施できるようなイベントを夏に実施して、涼し

くなってきてから屋外で実施するようなイベントを実施する等

も検討してみていただければと思います。 

Ｑ３（保護者） 

 

延長保育利用料金（協議事項 No.26～27）について、30 分毎

に 50 円かかるという認識で問題ないか。 

Ａ３（寿翔永会） 

 

ご認識のとおりです。月々の延長保育の利用実績に応じて、翌

月に保育料と併せて請求させていただく予定です。 

Ｑ４（保護者） 延長保育の利用にあたって、申請書の提出は必要か。 

Ａ４（寿翔永会） 申請書の提出は必要となります。 

  

事務局 

 

 

今回の協議事項（背景色が黄緑色部分）については、その他ご

意見等ないことから、決定事項とさせていただくこととし、次回

以降は赤字表記とします。 
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４ その他 

（保育課長補佐） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 今後の会議日程 

次回は令和６年９月 14 日（土）10 時から同会場にて実施。 

なお、今回の三者協議会をもって協議事項については、概ね決

定されたことから、次回については、No.1 の「園名」に関する

協議及び新園整備に係る工事の進捗報告等を予定。 

８月の三者協議会については、先にお知らせしたとおり子ど

もの夏休み期間やお盆期間となるため、実施しないこととする。 

 

⑵ その他 

特になし。 

  

Ｑ５（保護者） 

 

 

 

 

新園の職員体制について、順調に準備は進んでいる状況か。今

までの協議事項の中で、休園日がほとんどなく、運営時間も長い

等サービスが充実する部分が多いため、それを実現するだけの

職員体制が整うのか不安に感じている。人員が不足すると昨今

の不適切保育に繋がったりしないかという不安もある。 

Ａ５（寿翔永会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人員不足で運営するという考えはありません。正規職員、準正

規職員、準職員（パート）等様々な雇用形態により職員を採用す

ることとし、運営に必要な人員を確保するべく、市に勤務する職

員を含めて既に面接等を実施している状況。また、職員の内定に

ついても、既に 30 名以上出している状況。勤務時間についても

本人の希望を確認のうえ、園運営に必要な体制を準備していま

す。なお、現在の平野・高丘保育園に勤務する職員の方にも、多

く内定を出し、スムーズな園運営の移行を実現できるよう考え

ていますので、ご心配の部分については、問題ないという認識で

す。 

Ｑ６（保護者） 想定する職員体制に必要な人数は何名程度か。 

Ａ６（寿翔永会） 

 

２園合わせて 60 名程度を想定。ただし、職員の希望する勤務

時間等によって若干の変動はあります。 

Ｑ７（保護者） 

 

新園では小学生や中学生の職業体験の受け入れは実施する予

定はあるか。 

Ａ７（寿翔永会） 

 

 

地域の子どもが保育士という仕事に少しでも興味を持ってい

ただけるよう、小学校や中学校と連携し、積極的に受け入れを行

いたいと考えています。 

Ｑ８（保護者） 

 

 

（仮称）高丘さつきこども園の園長が決まっていないという

認識だが、決定後は三者協議会にも同席いただけるという認識

でよかったか。 

Ａ８（寿翔永会） ご認識のとおりです。 

Ｑ９（保護者） 

 

 

市でも定期的に保護者の意見募集の機会を設けていただいて

いるが、高丘保育園でも園長先生の許可を得て独自に目安箱（意

見箱）を設置させていただいており、投書があった内容を代読さ
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せていただきます。 

①三者協議会での決定事項等をコドモン等でデータ（PDF）に

より送付いただいているが、デジタル機器の得意不得意等で

全ての保護者に行き届かない可能性もあるため、紙ベース（ア

ナログ）での情報提供・配布も検討いただけないか。 

②高丘保育園の現在の駐車場が新園の建設予定地であるため、

建設期間中の駐車場の場所がどこになるのか、今より遠くな

り送迎が大変になるのではないか等不安に感じているが、場

所はまだ決まらないのか。 

Ａ９（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①紙ベースでの情報提供を希望される方がいるようであれば個

別に対応したいと考えます。また、今回の三者協議会をもって

協議事項が概ね決定しましたので、全保護者への紙での情報

提供をしてほしいという要望があれば、対応したいと考えま

すが、紙では不要という方も多くいる中で、保護者会や園長を

中心に協議いただければと思います。 

②先日（令和６年７月４日配信）、コドモンでお知らせしたとお

り、新園建設中の仮設駐車場については、決まりましたら早急

にお知らせさせていただくということで、ご理解をお願いし

ます。園舎周りの地理的な状況も考慮いただくと、多少遠くな

る可能性もありますが、その部分については、ご理解をお願い

したい。 

Ｑ10（保護者） 

 

 

 

 

来年度、新園への入園を検討している保護者の方からの質問

ですが、現在通っている市内の私立園において、その日の職員体

制によっては風邪薬等の投薬対応がいただけない日があるらし

く、新園では、他の公立園と同様に風邪薬等の投薬対応はいただ

けるのでしょうかとのことですが、いかがでしょうか。 

Ａ10（寿翔永会） 

 

公立園と様式は異なりますが、申請書を提出していただくこ

とで、公立園と同様に対応する予定です。 

  

５ 閉会 

（保育課長） 
 

（終了時間） 午前 10 時 40 分 

 


